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●

保険証（R7.7.31まで有効）を発行

すでに配布済みの乗車証（カードケース）がある 保険証の代わりになる専用台紙⼀⻫送付

誕生月の前月に保険証が発行（R7.7.31まで有効）

● ● ● ● ● ● ● ●
保険証にカードケースのみを同封して送付 保険証の代わりになる専用台紙⼀⻫送付

（A）マイナ保険証連携済みの人→保険証交付がない手紙のみ市から発送
◎ ◎ ◎ ・・・・・・・・・
（B）マイナ保険証のない人 → 資格者証を市から郵送交付

誕生日前月に、カードケースと専用台紙を郵送
・・・・・・

（新たに作成するケースには保険証に関する記載削除）

8か月間の併用期間がある

  後期高齢者医療被保険者証交付終了に伴うあんくるバス高齢者無料乗車券の変更について

③R6.12月以降に75
歳になる人

保険証の動き

無料乗車証の動き

≪専用台紙≫案  有効期限なし。複製防止印刷。≪カードケース≫従来のものをそのまま利用

①既に75歳以上の人

②R6.11月までに75
歳になる人
（今の同⼀方法）

保険証の動き

無料乗車証の動き

保険証の動き

後期保険証を無料乗車証（カードケース）に入れる
専用台紙を無料乗車証（カードケース）に入れる

利用の仕方

無料乗車証の動き

【乗務員が提示を受ける高齢者無料乗車券の内容】

R6.12～R7.7.31

「ケース+保険証」と「ケース+専用台紙」の２パターン

R7.8.1～

「ケース+専用台紙」
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